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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第110期

前第１四半期
連結累計(会計)期間

第111期
当第１四半期

連結累計(会計)期間
第110期

会計期間
自  平成21年4月 1日
至　平成21年6月30日

自  平成22年4月 1日
至　平成22年6月30日

自　平成21年4月 1日
至　平成22年3月31日

売上高 (百万円) 139,686 145,804 644,201

営業利益 (百万円) 2,108 3,307 50,350

経常利益 (百万円) 3,030 3,247 51,485

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失(△)

(百万円) 4,323 △666 33,671

純資産額 (百万円) 348,172 357,520 365,207

総資産額 (百万円) 582,235 812,561 775,445

１株当たり純資産額 (円) 835.09 859.02 875.72

１株当たり四半期
(当期)純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円) 10.84 △1.68 84.62

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 10.83 ― 84.53

売上高営業利益率 (％) 1.5 2.3 7.8

自己資本比率 (％) 57.0 42.1 44.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 467 6,419 69,431

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △12,677 △13,599 △204,884

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △14,363 13,425 120,359

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 65,863 103,814 77,157

従業員数 (名) 29,171 31,138 28,968

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりませ

ん。 

　　　 ２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　当第１四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、四半期純損失を計上しているた

め、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありま

せん。また、主要な関係会社に異動はありません。

 

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名称 住所
資本金又は
出資金

主要な事
業の内容

議決権の
所有割合
（%）

関係内容

資生堂スイス
スイス、
ジュネーブ

スイスフラン
500,000

グローバ
ル事業

100.0
(100.0)

営業上の取引はなし
役員の兼任…無、従業員の出向・兼任…有

（注）１　主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２　議決権の所有割合の(　)内は、間接所有割合で内数であります。

３　上記の会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
 

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名) 31,138［12,058］

(注)　従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［　］内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。なお、臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

 

(2) 提出会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名) 3,672［1,773］

(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［　］内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。

なお、臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
 

セグメントの名称 金額(百万円) 増減率（％）

国内化粧品事業 18,300 △15.2

グローバル事業 18,258 5.0

その他 931 3.4

合計 37,490 △6.0

(注) １　セグメント間取引については相殺消去しておりません。
２　金額は製造原価ベースで記載しております。
３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４　当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」を適用し、セグメントを「国内

化粧品事業」「グローバル事業」「その他」に区分しております。上記の増減率は前年同期実績を新セグメン

ト区分へ組み替えて算出しております。

 

 

(2) 受注実績

当社グループ製品については受注生産を行っておりません。また、ＯＥＭ(相手先ブランドによる生産)等によ

る受注生産を一部実施しているものの金額は僅少であります。

 

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
 

セグメントの名称 金額(百万円) 増減率（％）

国内化粧品事業 82,462 △5.5

グローバル事業 61,055 22.0

その他 2,285 △4.6

合計 145,804 4.4

(注) １　セグメント間取引については相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」を適用し、セグメントを「国内

化粧品事業」「グローバル事業」「その他」に区分しております。上記の増減率は前年同期実績を新セグメン

ト区分へ組み替えて算出しております。

 

２ 【事業等のリスク】

　有価証券報告書（平成22年６月25日提出）の記載から重要な変更又は新たな発生はありません。
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３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断し

たものであります。

　(1) 業績の状況

　　

 
前第１四半期
連結会計期間
(百万円)

百分比
当第１四半期
連結会計期間
(百万円)

百分比
増減
(百万円)

増減率  
増減率
(現地通貨
ベース)

売上高 139,686100.0％ 145,804100.0％ 6,1174.4％ 4.2％

　国内売上高 92,69866.4％ 87,32159.9％ △5,377△5.8％ △5.8％

　海外売上高 46,98833.6％ 58,48240.1％ 11,49424.5％ 23.8％

売上原価 33,37523.9％ 35,16424.1％ 1,7895.4％  

販売費及び
一般管理費

104,20274.6％ 107,33273.6％ 3,1303.0％  

営業利益 2,1081.5％ 3,3072.3％ 1,19856.8％  

経常利益 3,0302.2％ 3,2472.2％ 217 7.2％  

四半期純利益
又は四半期純
損失(△)

4,3233.1％ △666△0.5％ △4,990 ―   

(注)主要為替レートは、90.71円／米ドル、125.64円／ユーロ、13.28円／中国人民元であります。

 

当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日）は、国内では、消費マインドの冷え込み

が継続し、市場環境は厳しいものとなりました。一方、海外では、欧米の化粧品市場は昨年第４四半期からの回復

基調が継続しており、また中国や新興国の化粧品市場も引き続き拡大したことから、全体としても前年同期を上

回りました。こうした中、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は、前年同期比4.4％増収の145,804百万円と

なりました。

営業利益は、ベアエッセンシャルインコーポレーテッド（以下「ベアエッセンシャル」という。）の企業結合

による同社の在庫の時価評価に伴う売上原価の増加や顧客関連無形資産及びのれんの償却などのマイナス影響

があったものの、海外での売上増による差益の増加や販売費及び一般管理費の効率化などにより、前年同期比

56.8％増益の3,307百万円となりました。営業利益の増加に伴い、経常利益も前年同期比7.2％増益の3,247百万

円となりました。

四半期純損益は、税金費用の戻しがあった前年同期4,323百万円の四半期純利益から666百万円の四半期純損

失となりました。
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セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の

開示に関する会計基準」を適用し、セグメントを「国内化粧品事業」「グローバル事業」「その他」に区分

しております。下記の前年同期比は前年同期実績を新セグメント区分へ組み替えて算出しております。

 

①　国内化粧品事業

国内化粧品事業の売上高は、引き続き消費マインドが冷え込む中で、小売業における在庫調整の影響を受け

たことや、４月の天候不順の影響もあり、前年同期比5.5％減収の82,462百万円となりました。

化粧品事業の売上高は、カウンセリング化粧品、セルフ化粧品、トイレタリーがいずれも前年同期実績に届

かず、7.7％の減収となりました。

ヘルスケア事業の売上高は、前年同期比1.1％の減収となりました。

営業利益は、前年同期比8.1％減益の3,926百万円(営業利益率4.7％)となりました。

 

②　グローバル事業

グローバル事業の売上高は、現地通貨ベースで前年同期比21.4％の増収、円換算後では前年同期比22.0％増

収の61,055百万円となりました。

化粧品事業の売上高は、高成長を持続している中国を中心とするアジアが順調に推移したことに加え、アメ

リカ、欧州でいずれも回復基調になってきたこと、３月に買収が完了した米国化粧品会社ベアエッセンシャル

の１ヵ月弱の業績を取り込んだことから、現地通貨ベースで前年同期比24.5％の増収となりました。

プロフェッショナル事業の売上高は、欧米での回復基調により現地通貨ベースで前年同期比6.4％の増収と

なりました。

営業損益は、前年同期2,532百万円の営業損失から1,450百万円改善し、1,082百万円の営業損失(営業利益率

△1.8％)となりました。

 

③　その他

その他の売上高は、前年同期比4.6％減収の2,285百万円となりました。

営業利益は、前年同期比22.8％増益の474百万円(営業利益率12.2％)となりました。
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 (2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「キャッシュ」という。)は、ベアエッセン

シャルの取得原価の配分の完了に伴い増加したキャッシュ20,659百万円の影響もあり、前連結会計年度末の

77,157百万円に比べ26,657百万円増加し、103,814百万円となりました。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結会計期間の営業活動によって得られたキャッシュは、法人税等の支払額の増加があった

ものの仕入債務の支払いの減少の影響などにより、前年同期に比べ5,951百万円増加の6,419百万円となりま

した。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結会計期間の投資活動に使用したキャッシュは、連結子会社株式の追加取得などの影響に

より、前年同期に比べ921百万円増加の13,599百万円となりました。

設備投資等(有形固定資産、無形固定資産(のれんを除く。)及び長期前払費用への投資)は、4,945百万円とな

りました。これは主に、既存設備の改修・更新によるものです。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結会計期間の財務活動に係るキャッシュは、前年同期の14,363百万円の支出から、13,425百

万円の収入となりました。これは主に、運転資金の調達及び前年同期に自己株式を取得したことなどによるも

のです。なお、当第１四半期連結会計期間においては、前連結会計年度中にベアエッセンシャル買収のための

ブリッジローンとして調達した短期借入金1,000億円を、無担保普通社債400億円と長期の銀行借入600億円に

よりリファイナンスいたしました。

 

　(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

有価証券報告書(平成22年６月25日提出)の記載から重要な変更又は新たな発生はありません。

 

　(4) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、3,202百万円(売上高比2.2％)で

あります。

 

　(5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

有価証券報告書(平成22年６月25日提出)の記載から重要な変更又は新たな発生はありません。
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　(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

①　資金調達と流動性マネジメント

資金調達と流動性マネジメントの基本方針は、有価証券報告書（平成22年６月25日提出）の記載から変更

ありません。なお、当第１四半期連結会計期間末現在において、当社グループの流動性は十分な水準にあり、資

金調達手段は分散されていることから、財務の柔軟性は引き続き高いと考えております。

②　格付け

四半期報告書提出日(平成22年８月６日)現在の債券格付けの状況(長期／短期)は以下のとおりでありま

す。

 

 ムーディーズ S&P

長期 A1(見通し：安定的) A(見通し：安定的)

短期 P－１ A－１

③　資産及び負債・純資産

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ4.8％増加の812,561百万円となりまし

た。売上期間差の影響で売上債権が減少しましたが、ベアエッセンシャルの影響で現金及び預金やたな卸資産

が増加しています。

負債は、前連結会計年度末に比べ10.9％増加の455,040百万円となりました。主に、運転資金の調達及びベア

エッセンシャルの無形資産に対する税効果の認識に伴う繰延税金負債の増加によるものです。なお、当第１四

半期連結会計期間末現在の有利子負債残高は、238,369百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ2.1％減少の357,520百万円となりました。

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の44.9％から42.1％となりました。

 

　(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

有価証券報告書（平成22年６月25日）の記載から重要な変更又は新たな発生はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設・除却等につい

て、重要な変更及び計画の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設・除却等の計画はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社資生堂(E00990)

四半期報告書

 9/63



第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,200,000,000

計 1,200,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８月６日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 400,000,000400,000,000
東京証券取引所
(市場第一部)

権利内容に制限のない標準と
なる株式
単元株式数は100株でありま
す。

計 400,000,000400,000,000― ―

（注） 平成22年５月21日に自己株式10,000,000株を消却しております。
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(2) 【新株予約権等の状況】

 
①　当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を発行しております。
第１回新株予約権(平成14年６月27日定時株主総会決議、同年７月16日発行)

 

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 196(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 196,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,669(注)３

新株予約権の行使期間 平成16年７月１日～平成24年６月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　1,669
資本組入額　　835

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時に
おいても当社の取締役または執行役員の地位にあ
ることを要す。ただし、任期満了による退任、定年
退職その他正当な理由のある場合にはこの限りで
ない。

(2) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められな
いものとする。

(3) 権利行使期間終了前に新株予約権の割当てを受け
た者が死亡した場合は、法定相続人１名に限り権
利を承継することができる。ただし、再承継はでき
ない。

(4) その他権利行使の条件については、第102回定時株
主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間
で締結する「新株予約権割当契約」で定めるとこ
ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２　当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとす

る。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整

の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率

３　新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものと

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割(または併合)の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、上記払込金額は次の

算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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第３回新株予約権(平成15年６月27日定時株主総会決議、同年７月31日発行)
 

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 108(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 108,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,287(注)３

新株予約権の行使期間 平成17年７月１日～平成25年６月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　1,287
資本組入額　　644

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時に
おいても当社の取締役または執行役員の地位にあ
ることを要す。ただし、任期満了による退任、定年
退職その他正当な理由のある場合にはこの限りで
ない。

(2) 権利行使期間満了前に新株予約権の割当てを受け
た者が死亡した場合は、法定相続人１名に限り権
利を承継することができる。ただし、再承継はでき
ない。

(3) その他権利行使の条件については、第103回定時株
主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間
で締結する「新株予約権割当契約」で定めるとこ
ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２　当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとす

る。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整

の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率

３　新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものと

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割(または併合)の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、上記払込金額は次の算式により調整さ

れるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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第６回新株予約権(平成16年６月29日定時株主総会決議、同年７月26日発行)
 

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 483(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 483,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,427(注)３

新株予約権の行使期間 平成18年７月１日～平成26年６月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　1,427
資本組入額　　714

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時に
おいても当社の取締役または執行役員の地位にあ
ることを要す。ただし、任期満了による退任、定年
退職その他正当な理由のある場合にはこの限りで
ない。

(2) 権利行使期間満了前に新株予約権の割当てを受け
た者が死亡した場合は、法定相続人１名に限り権
利を承継することができる。ただし、再承継はでき
ない。

(3) その他権利行使の条件については、第104回定時株
主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間
で締結する「新株予約権割当契約」で定めるとこ
ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２　当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとす

る。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整

の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率

３　新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものと

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割(または併合)の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または移転(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、上記払込金額は次の算式に

より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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第９回新株予約権(平成17年６月29日定時株主総会決議、同年７月28日発行)
 

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 67(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 67,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1(注)３

新株予約権の行使期間 平成20年７月１日～平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)

発行価格　　　　1
資本組入額　　　1

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使
時においても、当社の取締役または執行役員
の地位にあることを要す。ただし、任期満了
による退任その他正当な理由のある場合に
はこの限りでない。

(2) (1)のただし書きにかかわらず、新株予約権
の割当てを受けた者が平成17年７月28日か
ら平成20年３月31日までの間に任期満了に
よる退任、死亡その他正当な理由により当社
の取締役及び執行役員のいずれの地位も
失った場合には、その在任期間に応じて権利
行使できる新株予約権の数を減ずるものと
する。

(3) 平成20年３月期決算における当社の連結売
上高営業利益率の目標８％を基準とし、新株
予約権の割当てを受けた者は、この目標値に
対する実績値の達成率が90％以上であった
場合に限り、その達成率に応じて本新株予約
権を行使することができる。ただし、本計算
式に用いる達成率は110％を上限とする。

(4) 権利行使期間満了前に新株予約権の割当て
を受けた者が死亡した場合は、法定相続人の
うち１名に限りその権利を承継することが
できる。ただし、再承継はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要
する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。
２　当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとす

る。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の
結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率

３　新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当たりの払込金額は１円とし、新株予約権１個当たり金1,000円とする。ただし、新株予
約権１個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式１株当たりの払込金額１円に調整後の株式数を乗じた金額を各新株予約権
１個当たりの金額とする。
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第10回新株予約権(平成17年６月29日定時株主総会決議、同年７月28日発行)
 

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 258(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 258,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,481(注)３

新株予約権の行使期間 平成19年７月１日～平成27年６月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　1,481
資本組入額　　741

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時に
おいても、当社の取締役または執行役員の地位に
あることを要す。ただし、任期満了による退任その
他正当な理由のある場合にはこの限りでない。

(2) 権利行使期間満了前に新株予約権の割当てを受け
た者が死亡した場合は、法定相続人のうち１名に
限り権利を承継することができる。ただし、再承継
はできない。

(3) その他権利行使の条件については、第105回定時株
主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間
で締結する「新株予約権割当契約」で定めるとこ
ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２　当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとす

る。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の

結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率

３　新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものと

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割(または併合)の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または移転(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、上記払込金額は次の算式に

より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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②　当社は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき新株予約権を発行しております。
第14回新株予約権(平成18年６月29日定時株主総会及び同年7月31日取締役会決議、同年８月23日発行)

 

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 2(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1(注)３

新株予約権の行使期間 平成20年７月１日～平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)

発行価格　　1
資本組入額　1

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使
時においても、当社の取締役または執行役員
の地位にあることを要す。ただし、任期満了
による退任その他正当な理由がある場合に
はこの限りではない。

(2) (1)のただし書にかかわらず、新株予約権の
割当てを受けた者が平成18年８月23日から
平成20年３月31日までの間に任期満了によ
る退任その他正当な理由により当社の取締
役および執行役員のいずれの地位も失った
場合には、その在任期間に応じて権利行使で
きる新株予約権の数を減ずるものとする。

(3) 平成20年３月期決算における当社の連結売
上高営業利益率の目標８％を基準とし、新株
予約権の割当てを受けた者は、この目標に対
する実績値の達成率が90％以上であった場
合に限り、その達成率に応じて本新株予約権
を行使することができる。ただし、本計算式
に用いる達成率は110％を上限とする。

(4) 新株予約権を行使することができる期間の
満了前に新株予約権の割当てを受けた者が
死亡した場合は、相続人のうち１名に限り新
株予約権を継承することができる。ただし、
再継承はできない。

(5) その他権利行使の条件については、当社と新
株予約権の割当てを受けた者との間で締結
する「新株予約権割当契約」で定めるとこ
ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要
する。

代用払込みに関する事項 ―
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第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限
る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以
上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場
合において、組織再編行為の効力発生の時点において
残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」とい
う。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８
号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象
会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそ
れぞれ交付することとする。この場合においては、残存
新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新
たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って
再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた
者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞ
れ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種
類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)２に準

じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額は、以下に定める再編後払込金額
に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権
の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後払込金額は、交付される
各新株予約権を行使することにより交付を受ける
ことができる再編対象会社の株式１株当たり１円
とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残
存新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合にお
ける増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に

準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編
対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとする。

(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権について定められた取得条項に

準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた行使の条件
に準じて決定する。

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。
２　当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」

という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率
　　また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。
３　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払い込む

金銭の額を１円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。
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第15回新株予約権(平成18年７月31日取締役会決議、同年８月23日発行)

 

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 3(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 3,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1(注)３

新株予約権の行使期間 平成20年７月１日～平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額(円)

発行価格　　1
資本組入額　1

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時に
おいても、当社の取締役または執行役員の地位に
あることを要す。ただし、任期満了による退任そ
の他正当な理由がある場合にはこの限りではな
い。

(2) (1)のただし書にかかわらず、新株予約権の割当
てを受けた者が平成18年８月23日から平成20年
３月31日までの間に任期満了による退任その他
正当な理由により当社の取締役および執行役員
のいずれの地位も失った場合には、その在任期間
に応じて権利行使できる新株予約権の数を減ず
るものとする。

(3) 平成20年３月期決算における当社の連結売上高
営業利益率の目標８％を基準とし、新株予約権の
割当てを受けた者は、この目標に対する実績値の
達成率が90％以上であった場合に限り、その達成
率に応じて本新株予約権を行使することができ
る。ただし、本計算式に用いる達成率は110％を上
限とする。

(4) 新株予約権を行使することができる期間の満了
前に新株予約権の割当てを受けた者が死亡した
場合は、相続人のうち１名に限り新株予約権を継
承することができる。ただし、再継承はできない。

(5) その他権利行使の条件については、当社と新株予
約権の割当てを受けた者との間で締結する「新
株予約権割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―
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第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限
る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以
上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする
場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい
て残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」とい
う。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８
号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象
会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそ
れぞれ交付することとする。この場合においては、残存
新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新
たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って
再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた
者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞ
れ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種
類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)２に準

じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額は、以下に定める再編後払込金額
に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権
の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後払込金額は、交付される
各新株予約権を行使することにより交付を受ける
ことができる再編対象会社の株式１株当たり１円
とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残
存新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合にお
ける増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に

準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編
対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとする。

(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権について定められた取得条項に

準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた行使の条件
に準じて決定する。

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２　当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」

という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

　　また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。

３　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払い込む

金銭の額を１円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。
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第16回新株予約権(平成18年６月29日定時株主総会及び同年７月31日取締役会決議、同年８月23日発行)
 

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 67(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 67,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,300(注)３

新株予約権の行使期間 平成20年８月１日～平成28年７月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　2,300
資本組入額　1,150

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時にお
いても、当社の取締役または執行役員の地位にある
ことを要す。ただし、任期満了による退任その他正
当な理由がある場合にはこの限りでない。

(2) 新株予約権を行使することができる期間の満了前
に新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合
は、相続人のうち１名に限り新株予約権を継承する
ことができる。ただし、再継承はできない。

(3) その他権利行使の条件については、当社と新株予約
権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予
約権割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、
吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総
称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合にお
いて、組織再編行為の効力発生の時点において残存する
新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)について
は、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの
場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホま
でに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の
新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するこ
ととする。この場合においては、残存新株予約権は消滅
し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものと
する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株
予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸
収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移
転計画において定めた場合に限るものとする。
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第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた

者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞ
れ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種
類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)２に準

じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額は、(注)３で定められる行使価額
を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られ
る再編後払込金額に上記(3)に従って決定される
当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株
式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残
存新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合にお
ける増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に

準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編
対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとする。

(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権について定められた取得条項に

準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた行使の条件
に準じて決定する。

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２　当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」

という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

　　また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。

３　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの金銭の額

(以下「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とする。新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記行使価

額は、分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割(または併合)の比率

また、当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、上記行使価額は次

の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における、

「新規発行株式数」は「処分自己株式数」及び「１株当たり払込金額」は「１株当たり処分価額」とそれぞれ読み替える。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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第17回新株予約権(平成18年７月31日取締役会決議、同年８月23日発行)

 

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 74(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 74,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,300(注)３

新株予約権の行使期間 平成20年８月１日～平成28年７月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　2,300
資本組入額　1,150

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時におい
ても、当社の取締役または執行役員の地位にあること
を要す。ただし、任期満了による退任その他正当な理
由がある場合にはこの限りでない。

(2) 新株予約権を行使することができる期間の満了前に
新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相
続人のうち１名に限り新株予約権を継承することが
できる。ただし、再継承はできない。

(3) その他権利行使の条件については、当社と新株予約権
の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権
割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸
収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称し
て以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組
織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約
権(以下「残存新株予約権」という。)については、新株予
約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、
会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式
会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合に
おいては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株
予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件
に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収
合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株
式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。
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第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた

者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞ
れ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種
類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)２に準じ

て決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額は、(注)３で定められる行使価額を
組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再
編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各
新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存
新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合にお
ける増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に

準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対
象会社の取締役会の決議による承認を要するもの
とする。

(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権について定められた取得条項に

準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた行使の条件
に準じて決定する。

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２　当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」

という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

　　また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。

３　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの金銭の額

(以下「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とする。新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記行使価

額は、分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割(または併合)の比率

また、当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、上記行使価額は次

の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における、

「新規発行株式数」は「処分自己株式数」及び「１株当たり払込金額」は「１株当たり処分価額」とそれぞれ読み替える。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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第19回新株予約権(平成19年７月31日取締役会決議、同年８月23日発行)

 

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 2(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1(注)３

新株予約権の行使期間 平成20年７月１日～平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　1
資本組入額　1

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時に
おいても、当社の取締役または執行役員の地位に
あることを要す。ただし、任期満了による退任その
他正当な理由がある場合にはこの限りではない。

(2) (1)のただし書にかかわらず、新株予約権の割当て
を受けた者が平成19年８月23日から平成20年３月
31日までの間に任期満了による退任その他正当な
理由により当社の取締役および執行役員のいずれ
の地位も失った場合には、その在任期間に応じて
権利行使できる新株予約権の数を減ずるものとす
る。

(3) 平成20年３月期決算における当社の連結売上高営
業利益率の目標８％を基準とし、新株予約権の割
当てを受けた者は、この目標に対する実績値の達
成率が90％以上であった場合に限り、その達成率
に応じて本新株予約権を行使することができる。
ただし、本計算式に用いる達成率は110％を上限と
する。

(4) 新株予約権を行使することができる期間の満了前
に新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合
は、相続人のうち１名に限り新株予約権を継承す
ることができる。ただし、再継承はできない。

(5) その他権利行使の条件については、当社と新株予
約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株
予約権割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―
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第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限
る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以
上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場
合において、組織再編行為の効力発生の時点において
残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」とい
う。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８
号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象
会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそ
れぞれ交付することとする。この場合においては、残存
新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新
たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って
再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた
者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞ
れ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種
類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)２に準

じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額は、以下に定める再編後払込金額
に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権
の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後払込金額は、交付される
各新株予約権を行使することにより交付を受ける
ことができる再編対象会社の株式１株当たり１円
とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残
存新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合にお
ける増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に

準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編
対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとする。

(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権について定められた取得条項に

準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた行使の条件
に準じて決定する。

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２　当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」

という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

　　また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。

３　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払い込む

金銭の額を１円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。
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第20回新株予約権(平成19年６月26日定時株主総会及び同年７月31日取締役会決議、同年８月23日発行)
 

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 81(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 81,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,615(注)３

新株予約権の行使期間 平成21年８月１日～平成29年７月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　2,615
資本組入額　1,308

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時に
おいても、当社の取締役または執行役員の地位に
あることを要す。ただし、任期満了による退任その
他正当な理由がある場合にはこの限りでない。

(2) 新株予約権を行使することができる期間の満了前
に新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合
は、相続人のうち１名に限り新株予約権を継承す
ることができる。ただし、再継承はできない。

(3) その他権利行使の条件については、当社と新株予
約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株
予約権割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限
る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以
上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場
合において、組織再編行為の効力発生の時点において
残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」とい
う。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８
号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象
会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそ
れぞれ交付することとする。この場合においては、残存
新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新
たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って
再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。
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第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた

者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞ
れ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種
類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)２に準

じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額は、(注)３で定められる行使価額
を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られ
る再編後払込金額に上記(3)に従って決定される
当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株
式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残
存新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合にお
ける増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に

準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編
対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとする。

(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権について定められた取得条項に

準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた行使の条件
に準じて決定する。

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２　当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」

という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

　　また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。

３　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの金銭の額

(以下「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とする。新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記行使価

額は、分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割(または併合)の比率

また、当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、上記行使価額は次

の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における、

「新規発行株式数」は「処分自己株式数」及び「１株当たり払込金額」は「１株当たり処分価額」とそれぞれ読み替える。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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第21回新株予約権(平成19年７月31日取締役会決議、同年８月23日発行)
 

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 78(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 78,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,615(注)３

新株予約権の行使期間 平成21年８月１日～平成29年７月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　2,615
資本組入額　1,308

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時に
おいても、当社の取締役または執行役員の地位に
あることを要す。ただし、任期満了による退任その
他正当な理由がある場合にはこの限りでない。

(2) 新株予約権を行使することができる期間の満了前
に新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合
は、相続人のうち１名に限り新株予約権を継承す
ることができる。ただし、再継承はできない。

(3) その他権利行使の条件については、当社と新株予
約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株
予約権割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限
る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以
上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場
合において、組織再編行為の効力発生の時点において
残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」とい
う。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８
号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象
会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそ
れぞれ交付することとする。この場合においては、残存
新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新
たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って
再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。
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第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた

者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞ
れ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種
類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)２に準じ

て決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額は、(注)３で定められる行使価額を
組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再
編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各
新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存
新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合にお
ける増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に

準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対
象会社の取締役会の決議による承認を要するもの
とする。

(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権について定められた取得条項に

準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた行使の条件
に準じて決定する。

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２　当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」

という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

　　また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。

３　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの金銭の額

(以下「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とする。新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記行使価

額は、分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割(または併合)の比率

また、当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、上記行使価額は次

の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における、

「新規発行株式数」は「処分自己株式数」及び「１株当たり払込金額」は「１株当たり処分価額」とそれぞれ読み替える。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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第22回新株予約権(平成20年６月25日定時株主総会決議及び同年７月31日取締役会決議、同年８月21日発行)

 

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 46(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権
の数(個)

―

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
(株)

46,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額
(円)

1(注)３

新株予約権の行使期間 平成23年８月１日～平成30年７月30日

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額(円)

発行価格　　1
資本組入額　1

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役
または執行役員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任そ
の他正当な理由がある場合にはこの限りでない。

(2) 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権の割当て
を受けた者が死亡した場合は、相続人のうち１名に限り新株予約権を継
承することができる。ただし、再継承はできない。

(3) その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた
者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―
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第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株
式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする
場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権
(以下「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた
者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまで
に掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件
に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権
は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以
下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、
新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画
において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた者が保有する新株予約
権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)２に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)

３で定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られ
る再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的
である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう

ちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及

び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決

議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項

残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。
(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２　当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」

という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

　　また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。

３　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払い込む

金銭の額を１円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。
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第23回新株予約権(平成20年７月31日取締役会決議、同年８月21日発行)

 

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 40(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権
の数(個)

―

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
(株)

40,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額
(円)

1(注)３

新株予約権の行使期間 平成23年８月１日～平成30年７月30日

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額(円)

発行価格　　1
資本組入額　1

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役
または執行役員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任そ
の他正当な理由がある場合にはこの限りでない。

(2) 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権の割当て
を受けた者が死亡した場合は、相続人のうち１名に限り新株予約権を継承
することができる。ただし、再継承はできない。

(3) その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者
との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―
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第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

組織再編成行為に伴う新株予約
権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株
式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする
場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以
下「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に
対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲
げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基
づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅
し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条
件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において
定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた者が保有する新株予約権
の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)２に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)

３で定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られ
る再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的
である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち

いずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び

資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決

議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項

残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。
(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２　当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」

という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

　　また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。

３　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払い込む

金銭の額を１円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。
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第24回新株予約権(平成21年６月24日定時株主総会決議及び同年７月30日取締役会決議、同年８月28日発行)

 

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 814(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権
の数(個)

―

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
(株)

81,400(注)２

新株予約権の行使時の払込金額
(円)

1(注)３

新株予約権の行使期間 平成24年８月１日～平成31年７月31日

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額(円)

発行価格　　1
資本組入額　1

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役
または執行役員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任そ
の他正当な理由がある場合にはこの限りでない。

(2) 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権の割当て
を受けた者が死亡した場合は、相続人のうち１名に限り新株予約権を継
承することができる。ただし、再継承はできない。

(3) その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた
者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―
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第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株
式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする
場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権
(以下「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた
者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまで
に掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件
に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権
は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以
下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、
新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画
において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた者が保有する新株予約
権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)２に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)

３で定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られ
る再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的
である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう

ちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及

び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決

議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項

残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。
(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株である。

２　当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」

という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

　　また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。

３　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払い込む

金銭の額を１円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

 

EDINET提出書類

株式会社資生堂(E00990)

四半期報告書

35/63



第25回新株予約権(平成21年７月30日取締役会決議、同年８月28日発行)

 

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 535(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権
の数(個)

―

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
(株)

53,500(注)２

新株予約権の行使時の払込金額
(円)

1(注)３

新株予約権の行使期間 平成24年８月１日～平成31年７月31日

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額(円)

発行価格　　1
資本組入額　1

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役
または執行役員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任そ
の他正当な理由がある場合にはこの限りでない。

(2) 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権の割当て
を受けた者が死亡した場合は、相続人のうち１名に限り新株予約権を継承
することができる。ただし、再継承はできない。

(3) その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者
との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―
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第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

組織再編成行為に伴う新株予約
権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株
式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする
場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以
下「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に
対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲
げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基
づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅
し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条
件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において
定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた者が保有する新株予約権
の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)２に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)

３で定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られ
る再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的
である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち

いずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び

資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決

議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項

残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。
(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株である。

２　当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」

という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

　　また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。

３　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払い込む

金銭の額を１円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年５月21日(注)△10,000 400,000 ― 64,506 ― 70,258

(注) 自己株式の消却による減少であります。

 

(6) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャルグループから平成22年６月21日付で提

出された大量保有（変更）報告書の写しの送付を受けておりますが、当社として当第１四半期会計期間末現在

の株主名簿を作成していないため、保有株式数の確認ができておりません。

なお、大量保有（変更）報告書の内容は以下のとおりであります。

 

提出者及び共同保有者名
保有株式等の数(総数)

(株・口)
株式等保有割合(％)

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 776,158 0.19

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 23,847,265 5.96

三菱ＵＦＪ投信株式会社 2,985,100 0.75

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 2,301,684 0.58

エム・ユー投資顧問株式会社 1,368,400 0.34

合計 31,278,607 7.82
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末現在の議決権の状況については、当第１四半期会計期間末現在の株主名簿を作成し

ていないため、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日である平成22

年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成22年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

12,241,800
―

権利内容に制限のない標準となる株
式

完全議決権株式(その他)(注)１
普通株式

397,266,100
 

3,972,661 同上

単元未満株式(注)２
普通株式

492,100
 

― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数(注)３ 410,000,000― ―

総株主の議決権 ― 3,972,661 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」の欄には、(株)証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。

２　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式10株が含まれております。

３　平成22年５月21日に自己株式10,000,000株を消却しており、当第１四半期会計期間末現在の発行済株式総数は、

400,000,000株であります。

 

② 【自己株式等】

平成22年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社資生堂

東京都中央区銀座
七丁目５番５号

12,241,800
 

― 12,241,800
 

2.98
 

計 ―
12,241,800

 
― 12,241,800

 
2.98
 

(注)　１　このほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)あります。

なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれております。

２　平成22年５月21日に自己株式10,000,000株を消却しており、当第１四半期会計期間末現在の自己株式は2,153,054株

であります。
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

 

月別
平成22年
　４月

 
　５月

 
　６月

最高(円) 2,0561,9482,042

最低(円) 1,9061,7181,730

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平

成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会

計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平

成22年６月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から

平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)に係る四

半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受け、当第１四半期連結会計期間(平成22年

４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、あずさ監査法人は、平成22年７月１日付で有限責任監査法人に移行したことにより、名称が有限責任 あず

さ監査法人に変更されました。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 107,656 70,101

受取手形及び売掛金 92,660 111,796

有価証券 16,572 24,723

たな卸資産 ※１
 83,255

※１
 67,342

繰延税金資産 28,755 28,389

その他 17,905 16,939

貸倒引当金 △1,055 △1,050

流動資産合計 345,752 318,241

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 163,200 157,281

減価償却累計額 △97,664 △95,191

建物及び構築物（純額） 65,536 62,089

機械装置及び運搬具 86,573 82,938

減価償却累計額 △73,539 △72,112

機械装置及び運搬具（純額） 13,034 10,826

工具、器具及び備品 54,386 50,434

減価償却累計額 △37,475 △36,061

工具、器具及び備品（純額） 16,910 14,373

土地 34,626 35,274

リース資産 10,744 11,094

減価償却累計額 △5,134 △5,196

リース資産（純額） 5,610 5,898

建設仮勘定 1,896 4,322

有形固定資産合計 137,614 132,784

無形固定資産

のれん 112,058 11,852

リース資産 357 371

その他 105,118 23,612

無形固定資産合計 217,534 35,837

投資その他の資産

投資有価証券 32,348 192,142

前払年金費用 27,751 28,740

長期貸付金 － 17,476

長期前払費用 10,000 10,326

繰延税金資産 15,164 14,163

その他 26,560 25,896

貸倒引当金 △164 △164

投資その他の資産合計 111,660 288,581

固定資産合計 466,809 457,203

資産合計 812,561 775,445
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 47,240 44,320

短期借入金 30,066 105,966

1年内返済予定の長期借入金 7,747 4,273

リース債務 2,471 2,453

未払金 40,559 46,988

未払法人税等 4,961 10,277

返品調整引当金 10,321 11,821

賞与引当金 3,898 11,320

役員賞与引当金 227 317

危険費用引当金 1,007 1,025

繰延税金負債 30 21

その他 25,516 22,725

流動負債合計 174,049 261,512

固定負債

社債 90,000 50,000

長期借入金 104,361 47,779

リース債務 3,722 3,974

退職給付引当金 40,585 40,130

債務保証損失引当金 350 350

環境対策引当金 498 499

繰延税金負債 35,208 3,381

その他 6,264 2,611

固定負債合計 280,991 148,725

負債合計 455,040 410,237

純資産の部

株主資本

資本金 64,506 64,506

資本剰余金 70,258 70,258

利益剰余金 229,555 259,063

自己株式 △4,064 △23,111

株主資本合計 360,255 370,717

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 283 1,054

為替換算調整勘定 △18,782 △23,447

評価・換算差額等合計 △18,498 △22,393

新株予約権 445 430

少数株主持分 15,318 16,453

純資産合計 357,520 365,207

負債純資産合計 812,561 775,445
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 139,686 145,804

売上原価 33,375 35,164

売上総利益 106,311 110,639

販売費及び一般管理費 ※１
 104,202

※１
 107,332

営業利益 2,108 3,307

営業外収益

受取利息 277 156

受取配当金 567 549

持分法による投資利益 7 25

受取家賃 － 232

為替差益 106 －

その他 669 410

営業外収益合計 1,627 1,373

営業外費用

支払利息 364 529

売上割引 79 －

為替差損 － 287

その他 262 617

営業外費用合計 706 1,433

経常利益 3,030 3,247

特別利益

固定資産売却益 34 64

投資有価証券売却益 30 －

特別利益合計 65 64

特別損失

減損損失 ※２
 2,766

※２
 20

固定資産処分損 161 192

投資有価証券評価損 17 1,086

リース解約損 24 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 779

買収関連費用 － 1,210

特別損失合計 2,969 3,288

税金等調整前四半期純利益 126 23

法人税、住民税及び事業税 △644 946

法人税等調整額 △4,287 △809

法人税等合計 △4,932 137

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △113

少数株主利益 735 552

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,323 △666
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 126 23

減価償却費 6,375 6,561

のれん償却額 242 676

減損損失 2,766 20

固定資産処分損益（△は益） 126 127

投資有価証券売却損益（△は益） △30 －

投資有価証券評価損益（△は益） 17 1,086

リース解約損 24 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 779

買収関連費用 － 1,210

貸倒引当金の増減額（△は減少） △48 △25

返品調整引当金の増減額（△は減少） △1,469 △1,567

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,530 △7,425

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 27 △90

危険費用引当金の増減額（△は減少） 165 36

退職給付引当金の増減額（△は減少） △231 503

前払年金費用の増減額（△は増加） 1,404 988

受取利息及び受取配当金 △844 △705

支払利息 364 529

持分法による投資損益（△は益） △7 △25

売上債権の増減額（△は増加） 19,796 21,136

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,786 △2,133

仕入債務の増減額（△は減少） △13,400 △4,454

その他 △1,998 △2,700

小計 3,089 14,551

利息及び配当金の受取額 889 667

利息の支払額 △266 △568

法人税等の支払額 △3,245 △8,231

営業活動によるキャッシュ・フロー 467 6,419
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △14,511 △5,386

定期預金の払戻による収入 7,680 3,261

有価証券の取得による支出 △636 △496

有価証券の売却による収入 159 －

投資有価証券の取得による支出 △4 △4

投資有価証券の売却による収入 70 2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △809

子会社株式の取得による支出 － △5,723

有形固定資産の取得による支出 △3,903 △2,908

有形固定資産の売却による収入 4 658

無形固定資産の取得による支出 △825 △1,377

長期前払費用の取得による支出 △792 △659

その他 81 △156

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,677 △13,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,826 △75,988

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

936 －

長期借入れによる収入 － 60,000

長期借入金の返済による支出 － △2

社債の発行による収入 － 40,000

リース債務の返済による支出 △743 △738

自己株式の取得による支出 △6,788 △2

自己株式の処分による収入 17 152

配当金の支払額 △9,427 △9,441

少数株主への配当金の支払額 △206 △552

その他 23 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,363 13,425

現金及び現金同等物に係る換算差額 579 △248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,993 5,997

現金及び現金同等物の期首残高 91,857 77,157

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － ※２
 20,659

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 65,863

※１
 103,814
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
 当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１　連結の範囲に関する事項

の変更

 

(1) 連結の範囲の変更

[新規]１社

株式を100％取得したことにより、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲

に含めた１社

資生堂スイス

(2) 変更後の連結子会社の数

98社

２　持分法の適用に関する事

項の範囲の変更

(1) 持分法適用非連結子会社

①　持分法適用非連結子会社の変更

該当事項はありません。

②　変更後の持分法適用非連結子会社の数

―

(2) 持分法適用関連会社

①　持分法適用関連会社の変更

該当事項はありません。

②　変更後の持分法適用関連会社の数

３社

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項の変更

　該当事項はありません。

 

４　会計処理基準に関する事

項の変更

１　資産除去債務に関する会計基準等の適用

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会

計基準第18号 平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日)を適用しております。

これにより、営業利益及び経常利益は17百万円、税金等調整前四半期純利益は

796百万円減少しております。

２　企業結合に関する会計基準等の適用

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基

準第21号　平成20年12月26日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基

準第22号　平成20年12月26日)、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改

正」(企業会計基準第23号　平成20年12月26日)、「事業分離等に関する会計基

準」(企業会計基準第７号　平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」

(企業会計基準第16号　平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成20

年12月26日)を適用しております。

３　四半期会計期間末に計上した有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れ処理

の変更

四半期会計期間末に計上した有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れに

ついては、従来、四半期切放法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期

間より四半期洗替法に変更しております。この変更は、各四半期ごとの市況の変

動による影響を排除し、連結会計年度末における財政状態及び経営成績をより

適切に表示するためであります。なお、この変更による四半期連結財務諸表に与

える影響はありません。

５　四半期連結キャッシュ・

フロー計算書における資金

の範囲の変更

　該当事項はありません。
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【表示方法の変更】

(四半期連結損益計算書)

１ 前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示していた「受取家賃」（181百

万円）は、重要性が増したため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記しております。

２ 前第１四半期連結累計期間において、区分掲記していた「売上割引」（39百万円）は、営業外費用の総額の

100分の20以下となったため、当第１四半期連結累計期間より営業外費用の「その他」に含めて表示してお

ります。

 

【簡便な会計処理】

 
 当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１　たな卸資産の評価方法 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前

連結会計年度末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しており

ます。

また、たな卸資産の簿価切下げにあたっては、収益性の低下が明らかな、たな卸

資産についてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっており

ます。

２　固定資産の減価償却費の

算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定する方法によっております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

 

【会社等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なもの】

該当事項はありません。

 

【追加情報】

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

 

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　たな卸資産  

商品及び製品 54,300百万円

仕掛品 3,629　〃

原材料及び貯蔵品 25,325　〃

　

※１　たな卸資産  

商品及び製品 37,956百万円

仕掛品 3,273　〃

原材料及び貯蔵品 26,112　〃

　
　２　保証債務

連結会社以外の下記会社が保証している得意先の

リース債務に対し、債務保証を行っております。

エス・ディー・エル㈱ ６百万円

　２　保証債務

連結会社以外の下記会社が保証している得意先の

リース債務に対し、債務保証を行っております。

エス・ディー・エル㈱ 10百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

 

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
 至　平成22年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。

売出費 23,953百万円

広告費 10,643　〃

給料・賞与 29,073　〃

退職給付費用 2,687　〃

　　　

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。

売出費 23,029百万円

広告費 10,172　〃

給料・賞与 31,558　〃

退職給付費用 2,506　〃

※２　減損損失は、国内及び海外の固定資産に係る減損

損失であります。

 　　 国内は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しております。
　

用途 種類 場所

事業用資産 建物及び構築物、土

地及び長期前払費用

北海道

札幌市他

遊休資産 建物及び構築物、土

地

福井県

福井市

　　
　　　当社グループは事業用資産において、事業区分をも

とに、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出

す最小の単位ごとに資産のグルーピングを行っ

ております。

　　　その結果、事業用資産については、収益性の低下によ

る減少額を特別損失に計上しております。

その内訳は、建物及び構築物1,431百万円、土地

590百万円、長期前払費用723百万円であります。

遊休資産については、主に売却が予定されている

グループの資産の帳簿価額を回収可能額まで減

額し、当該減少額を特別損失に計上しておりま

す。

　　　その内訳は、建物及び構築物4百万円、土地9百万円で

あります。

　　　なお、回収可能価額は正味売却価額により算出して

おり、主に売却予定価額を基に評価しておりま

す。

　　　海外は、北米子会社の収益性の低下による減少額を

特別損失に計上しております。

　　　その内訳は、機械装置及び運搬具7百万円でありま

す。

※２　減損損失は、国内及び海外の固定資産に係る減損

損失であります。

 　　 国内は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しております。
　

用途 種類 場所

遊休資産
建物及び構築物、

土地

神奈川県

横浜市

 
　　
　　　当社グループは事業用資産において、事業区分をも

とに、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出

す最小の単位ごとに、遊休資産においては、個別

物件単位で資産のグルーピングを行っておりま

す。

その結果、遊休資産については、売却が予定され

ているグループの資産の帳簿価額を回収可能額

まで減額し、当該減少額を特別損失に計上してお

ります。

　　　その内訳は、建物及び構築物7百万円、土地11百万円

であります。

　　　なお、回収可能価額は正味売却価額により算出して

おり、売却予定価額を基に評価しております。

　　　海外は、北米子会社の収益性の低下による減少額を

特別損失に計上しております。

その内訳は、機械装置及び運搬具1百万円であり

ます。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
 至　平成22年６月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 54,902百万円

有価証券勘定 32,452　〃

　　　計 87,355　〃

預入期間が３ヵ月を超える
定期預金

△19,552　〃

株式及び償還期限が３ヵ月を
超える債券等

△1,939　〃

現金及び現金同等物 65,863　〃
　

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 107,656百万円

有価証券勘定 16,572　〃

　　　計 124,229　〃

預入期間が３ヵ月を超える
定期預金

△18,480　〃

株式及び償還期限が３ヵ月を
超える債券等

△1,934　〃

現金及び現金同等物 103,814　〃

 ※２　平成22年３月８日に連結子会社としたベアエッセ

ンシャルインコーポレーテッドについて、前連結

会計年度には取得原価の配分が完了しておらず暫

定的な会計処理を行っておりましたが、当第１四

半期連結会計期間に取得原価の配分が完了いたし

ました。これに伴い増加した現金及び現金同等物

を「新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加

額」として計上しております。詳細は「企業結合

等関係」注記をご参照下さい。

 

 

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成

22年６月30日)

１　発行済株式の種類及び総数

普通株式　400,000千株

 

２　自己株式の種類及び株式数

普通株式　　2,153千株

 

３　新株予約権の四半期連結会計期間末残高

ストックオプションとしての新株予約権　445百万円(親会社　445百万円)
 

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月25日
定時株主総会

普通株式 9,943 25平成22年３月31日平成22年６月28日利益剰余金

 

　(2) 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間末

後となるもの

　該当事項はありません。

 

５　株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成22年４月28日開催の取締役会における自己株式の消却決議に基づき、平成22年５月21日付で自

己株式の消却を行い、自己株式が18,879百万円減少しました。主にこの影響により、当第１四半期連結会計期

間末において自己株式は4,064百万円となっております。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はあり

ません。

 

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はあり

ません。

 

(デリバティブ取引関係)

　デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありま

せん。

 

(ストックオプション等関係)

当第１四半期連結会計期間　(自　平成22年４月１日　　至　平成22年６月30日)

１　ストックオプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　(当第１四半期連結財務諸表への影響額に重要性があるもの)

該当事項はありません。
 

２　当第１四半期連結会計期間に付与したストックオプションの内容

　　　　該当事項はありません。

　　

３　当第１四半期連結会計期間におけるストックオプションの条件変更

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)
 

 
国内化粧品
事業
(百万円)

海外化粧品
事業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高       

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

90,429 46,860 2,396 139,686 ― 139,686

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

489 313 1,467 2,270 (2,270) ―

計 90,919 47,174 3,863 141,956(2,270)139,686

営業利益又は営業損失(△) 4,107 △2,425 399 2,080 27 2,108

(注) １　事業区分は、内部組織管理上採用している区分によっております。
２　各事業区分に属する主な事業の内容
(国内化粧品事業)：化粧品事業(化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・販売)

プロフェッショナル事業(理・美容製品の製造・販売等)
ヘルスケア事業(美容食品、一般用医薬品の製造・販売)
その他(国内ノン資生堂、通販化粧品の製造・販売等)

(海外化粧品事業)：化粧品事業(化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・販売)
プロフェッショナル事業(理・美容製品の製造・販売等)

(その他の事業)　： フロンティアサイエンス事業(化粧品原料、医療用医薬品、美容医療用化粧品等の
製造・販売)
その他(飲食業等)

 

 

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)
 

 
日本
(百万円)

アメリカ
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高        

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

92,9059,63717,94919,194139,686 ― 139,686

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

6,023 1,868 1,329 5 9,228(9,228) ―

計 98,92911,50619,27819,200148,914(9,228)139,686

営業利益又は営業損失(△) 575 △97 995 184 1,658 450 2,108

 (注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２　日本以外の区分に属する主な国又は地域
　(1) アメリカ　　　　　：米国、カナダ、ブラジル　

　(2) 欧州　　　　　　　：フランス、イタリア、ドイツ、スペイン

　       (3) アジア・オセアニア：中国(香港含む)、台湾、韓国、東南アジア、オーストラリア
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【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)
 

 アメリカ 欧州
アジア・
オセアニア

計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 10,210 15,890 20,886 46,988

Ⅱ　連結売上高(百万円)    139,686

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

7.3 11.4 14.9 33.6

(注)　 １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

　　(1) アメリカ　　　　　：米国、カナダ、ブラジル

　　(2) 欧州　　　　　　　：フランス、イタリア、ドイツ、スペイン

　　(3) アジア・オセアニア：中国(香港含む)、台湾、韓国、東南アジア、オーストラリア

３　海外売上高は、当社及び日本に所在する連結子会社の輸出高並びに日本以外の国に所在する連結子会社の日本以

外に対する売上高の合計額であります。ただし、連結会社間の内部売上高は除いております。
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【セグメント情報等】

１　報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、主に化粧品を製造・販売しており、国内・グローバルのエリア別を基本とした事業部制のもと、本社事

業部が各事業の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、当社のセグメントはエリア別

で構成されており、「国内化粧品事業」、「グローバル事業」の２つを報告セグメントとしております。

「国内化粧品事業」は、国内における化粧品事業（化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・販売）、ヘルス

ケア事業(美容食品、一般用医薬品の製造・販売)、ノン資生堂・通販化粧品の製造・販売等を行っております。

「グローバル事業」は、海外における化粧品事業(化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・販売)及び国内外

におけるプロフェッショナル事業(理・美容製品の製造・販売等)を行っております。

 

２　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)
 

 
国内化粧品
事業
(百万円)

グローバル
事業
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

調整額
(百万円)

四半期連結
財務諸表計上額
(百万円)

売上高       

　(1) 外部顧客への売上高 82,46261,055 2,285145,804 ― 145,804

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

380 654 1,616 2,651△2,651 ―

計 82,84361,710 3,902148,455△2,651 145,804

セグメント利益又は損失(△) 3,926△1,082 474 3,318 △11 3,307

(注) １　セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去11百万円であります。
２　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、フロンティアサイエンス事業(化粧品原
料、医療用医薬品、美容医療用化粧品等の製造・販売)及び飲食業等を含んでおります。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（参考情報）

当第１四半期連結累計期間の報告セグメントによる前第１四半期連結累計期間の報告セグメントごとの売上高及び利益又は

損失の金額に関する情報

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

 

 
国内化粧品
事業
(百万円)

グローバル
事業
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

調整額
(百万円)

四半期連結
財務諸表計上額
(百万円)

売上高       

　(1) 外部顧客への売上高 87,25950,031 2,396139,686 ― 139,686

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

293 617 1,467 2,378△2,378 ―

計 87,55250,649 3,863142,065△2,378 139,686

セグメント利益又は損失(△) 4,271△2,532 386 2,125 △16 2,108

(注) １　セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去16百万円であります。
２　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、フロンティアサイエンス事業(化粧品原
料、医療用医薬品、美容医療用化粧品等の製造・販売)及び飲食業等を含んでおります。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

３　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　（固定資産に係る重要な減損損失）

 
国内化粧品
事業
(百万円)

グローバル
事業
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

減損損失 11 8 0 20

　（のれんの金額の重要な変動）

 
国内化粧品
事業
(百万円)

グローバル
事業
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

のれん増加額 ― 98,401 ― 98,401

のれん償却額 35 640 ― 676

(注) のれん増加額は、ベアエッセンシャルインコーポレーテッドの買収による増加91,503百万円等によるものでありま
す。

 

（追加情報）

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20

年３月21日）を適用しております。
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(企業結合等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

（パーチェス法の適用）

連結子会社であるベアエッセンシャルインコーポレーテッド(以下「ベアエッセンシャル」)について、前連結

会計年度には取得原価の配分が完了しておらず暫定的な会計処理を行っておりましたが、当第１四半期連結会計

期間に取得原価の配分が完了いたしました。

１．被取得企業の取得原価及びその内訳

現金を対価とする公開買付け等による株式取得額 1,633,296千米ドル

ベアエッセンシャル従業員に対するストックオプションの買取費用 66,970　　〃

条件付取得対価 30,411　　〃

取得原価 1,730,677　　〃

２．契約に規定される条件付取得対価の内容及びそれらの今後の会計方針

①　条件付取得対価の内容

平成23年度より契約に基づき一定期間経過後に支払われるものであります。

②　会計方針

上記条件付取得対価の変動部分につきましては、米国会計基準に基づき認識いたしました。

３．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

①　発生したのれんの金額

91,503百万円

②　発生原因

今後の事業展開によって期待されるシナジーを含む将来の超過収益力から発生したものであります。

③　償却方法及び償却期間

20年間にわたる定額法

４．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

平成22年３月８日から平成22年３月31日まで

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 34,690百万円

固定資産 179,800　〃

資産　計 214,490　〃

流動負債 5,701　〃

固定負債 52,305　〃

負債　計 58,006　〃

 

取得原価の配分において、のれん以外の無形固定資産に

配分されたもののうち、主なものは下記のとおりであります。

顧客関連無形資産（10年償却） 40,300百万円

商標権（主に非償却） 39,985　〃

(注)上記邦貨額は企業結合日の為替レート（90.42円/米ドル）で換算しております。従って、連結貸借対照表

ののれんに含まれている当該企業結合により発生したのれんの金額は、３．①に記載の発生したのれん

の金額とは一致しておりません。
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６．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当四半期連結累計期間にかかる四半期連

結損益計算書に及ぼす影響の概算額

売上高 8,099百万円

営業損失(△) △190　〃

（概算額の算定方法及び重要な前提条件）

①本企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算出された売上高及び損益情報と当社の連

結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。なお、当該差額に

は連結会計年度の開始の日から企業結合日までの期間に相当する顧客関連無形資産及びのれんの償却

額が計上されており、ベアエッセンシャルが本企業結合にあたり任命したファイナンシャル・アドバイ

ザーに支払ったアドバイザリー費用及び連結会計年度開始の日から企業結合日までの期間にベアエッ

センシャルが従業員に対して支払ったストックオプションの買取費用は含まれておりません。

②上記邦貨額は平成22年１月１日から平成22年３月31日までの期間に基づく期中平均為替レート（90.71

円/米ドル）で換算しております。

③当該注記は監査証明を受けておりません。

 

 

EDINET提出書類

株式会社資生堂(E00990)

四半期報告書

58/63



(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

 

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

  

１株当たり純資産額 859.02円

  

１株当たり純資産額 875.72円

 (注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第1四半期連結会計期間末

(平成22年６月30日)
前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 357,520 365,207

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円)

15,763 16,884

(うち新株予約権(百万円)) (445) (430)

(うち少数株主持分(百万円)) (15,318) (16,453)

普通株式に係る四半期連結会計期間末（連結
会計年度末）の純資産額(百万円)

341,757  348,323

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半
期連結会計期間末（連結会計年度末）の普通
株式の数(千株)

397,846  397,758

２　１株当たり四半期純利益金額等

 

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
 至　平成22年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 10.84円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 10.83円

１株当たり四半期純損失金額(△) △1.68円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―円

(注) １　当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、

四半期純損失を計上しているため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
 至　平成22年６月30日)

(1)１株当たり四半期純利益金額又は
　 四半期純損失金額

  

四半期純利益又は
四半期純損失(△)(百万円)

4,323 △666

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益又は
四半期純損失(△)(百万円)

4,323 △666

普通株式の期中平均株式数(千株) 398,820 397,800

   

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
　 金額

  

四半期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(千株) 238 ―

(うち新株予約権方式による
ストックオプション(千株))

(238) (―)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり四半期純利益金額の算定に含めな
かった潜在株式で前連結会計年度末から重要
な変動があったものの概要

― ―
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

(重要な訴訟事件等)

①　当社の関係会社である資生堂フランス（現商号、資生堂ヨーロッパ）とボーテプレステージインターナショ

ナルの２社は、2006年３月15日にフランス競争委員会から、公正な競争を阻害する行為があったとして勧告と

制裁金(115万ユーロ)の納付命令を受けております。資生堂フランスとボーテプレステージインターナショナ

ルの２社は競争委員会の判断を不服として最高裁で争ったところ、最高裁が控訴裁判所で再度審理すること

を命ずる判決をしました。その後、パリ控訴裁判所にて争われておりましたが、2009年11月10日にパリ控訴裁

判所はフランス競争委員会の主張を却下する判決を下しました。しかし、フランス競争委員会は最高裁に上告

したため、再度最高裁で争われることとなりました。

②　当社の関係会社である資生堂ドイチュラントは、2008年７月４日にドイツ連邦カルテル庁から、公正な競争

を阻害する行為があったとして勧告と制裁金(72万８千ユーロ)の納付命令を受けております。しかしながら、

勧告内容については資生堂ドイチュラントの認識と齟齬があるため、現在ドイツ連邦カルテル庁に異議申立

を行っております。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

平成21年８月７日

株式会社資生堂

取締役会　御中

あずさ監査法人

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　河　　合　　利　　治　　印

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　森　　　　　俊　　哉　　印

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　杉　　浦　　宏　　明　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社資

生堂の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日

から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社資生堂及び連結子会社の平成21年６月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 (注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出

会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

平成22年８月６日

株式会社資生堂

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　河　　合　　利　　治　　印

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　杉　　浦　　宏　　明　　印

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　川　　上　　尚　　志　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社資

生堂の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日

から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社資生堂及び連結子会社の平成22年６月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 (注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出

会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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